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「大阪第一・第二運輸所ダイヤ改正（行路・交番）」に関する申し入れ 

 

 １月 9日、会社は、次期ダイヤ改正における「行路・交番他」を提示した。 

 この間、東海労は乗務員・乗客の生命と安全を第一に考えて会社に対して要求

をしてきた。 

 しかし、次期ダイヤ改正における「行路・交番」を検証した結果、乗務員の労

働強化から安全健康が確保されていない内容となっている。 

よって、早急に団体交渉の場を設定し誠意ある回答をすること。 

 

記 

 

１．勤務指定について 

①小交番制を廃止し、大交番制とすること。 

②交番順序「乗組、予備、乗組、予備、予備、予備」の６か月パターンを「乗

組、予備、乗組、予備、乗組、予備」とすること。 

③各乗務員の交番順序（６か月パターン）を２月末までには明らかにすること。 

④交番順序表における「又は休」指定行路について全ての指定を廃止し、解除

すること。 

 

２．準備報告時間について 

①車掌、運転士における準備報告時間の作成基準を明らかにすること。 

②臨行路における案内カードは会社が責任を持って作成すること。 

 

３．行路について 

①運転士臨行路のＷ行路における大一両への入出庫担当を廃止すること。 

②一行路の新大阪～東京、東京～新大阪のひかり２本を１本にすること。 

  大一運ＭＴＢ３１３行路、大二運ＭＴＢ415行路、ＭＴＢ417行路 



③東京段落ち時間を２時間以内で作成すること。 

  大一運：ＭＴＢ３０１行路、ＭＴＢ３０２行路 

  大ニ運：ＭＴＢ４０１行路、ＭＴＢ４０２行路 

④食事時間については、充分な時間を確保すること。労働外時間として３０分

以上を確保すること。 

  大一運：Ｂ３０３行路（新大阪場面）、Ｂ１３０４行路（昼食時間） 

  大二運：ＭＴＢ４１４行路（２日目東京場面）、Ｂ１４０２行路（昼食時間） 

⑤労働時間を１５時間以内とすること 

  大一運：Ｂ３０３行路、ＭＴＢ３０４行路、ＭＴＢ３０７行路、Ｂ３０８行

路、ＭＴ３１３行路、ＭＴＢ３１６行路 

  大二運：Ｂ４０３行路、Ｂ４０４行路、Ｂ４０６行路、ＭＴＢ４０７行路、 

Ｂ４０８行路、Ｂ４１６行路、ＭＴ４１７行路  

⑥大二運 Ｂ４１０行路 ２日目の７３１ＡはＡＢ廻し担当とすること。仮に

ＡＢ廻し担当できない場合においても労働外時間３０分以内とする

こと。 

 

４．その他 

①「季節列車」の本数と列車番号を明らかにすること。 

②乗務員の一日の基準労働時間を、７時間から６時間４５分に変更すること。 

③「予備待機者」の勤務は、前月２５日の勤務指定表で指定すること。出勤予

備の具体 的勤務種別を指定すること。 

④大一運、大二運の車掌長、車掌、運転士それぞれの基準人員を明らかにする

こと。 

⑤３月ダイヤ改正時の乗務員数を明らかにすること。 

⑥集合訓練もＬＭＳ訓練同様に、毎月２５日勤務指定表発表後から月末までに

変更可能とすること。 

⑦定例訓練の待ち時間は１時間以内とすること。また、待ち時間を労働時間と

すること。 

⑧新型携帯車内発券機や忘れ物「find」等新たに導入する施策のハードは、訓

練時間内に十分な教育をすること。 

以上 


